
国立大学法人福井大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成１８年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

　　注：上記の改定は，いずれも平成１８年４月１日からの適用とした。

　　役員に支給される給与のうち，期末特別手当（ボーナス）については，役員の本給等に，
　国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し，学長がその職務実績に応じ，
　その額の１００分の１０の範囲内でこれを増額し，又は減額することができる。

　①本給月額の引き下げ。
　　　本給月額を６．７％程度引き下げた。ただし，任期の末日まで改正前の
　　本給月額を支給する規定を設けた。
　②期末特別手当（ボーナス）の支給割合の引き上げ。
　　　１２月に支給する期末特別手当の支給割合を１００分の１７２．５から１００
　　分の１７５に引き上げた。

　①本給月額の引き下げ。
　　　本給月額を６．７％程度引き下げた。ただし，任期の末日まで改正前の
　　本給月額を支給する規定を設けた。
　②期末特別手当（ボーナス）の支給割合の引き上げ。
　　　１２月に支給する期末特別手当の支給割合を１００分の１７２．５から１００
　　分の１７５に引き上げた。

　本給月額の引き下げ。
　　本給月額を６．７％程度引き下げた。

　①本給月額の引き下げ。
　　　本給月額を６．７％程度引き下げた。
　②期末特別手当（ボーナス）の支給割合の引き上げ。
　　　１２月に支給する期末特別手当の支給割合を１００分の１７２．５から１００
　　分の１７５に引き上げた。

　本給月額の引き下げ。
　　本給月額を６．７％程度引き下げた。
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２　役員の報酬等の支給状況

平成１８年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円

41 （寒冷地手当）

12,780 5,173 348 （単身赴任手当） 3月31日 1名
千円 千円 千円

648 （地域手当）
129 （通勤手当）
92 （寒冷地手当）

40,611 17,100 696 （単身赴任手当） 3月31日 4名
千円 千円 千円

1,776 293 （通勤手当） 4月1日 2名 3月31日 2名
千円 千円 千円

12 （通勤手当）
8,736 3,536 9 （寒冷地手当） 4月1日 1名 3月31日 1名

千円 千円 千円

888 4 （通勤手当） 4月1日 1名

３　役員の退職手当の支給状況（平成１８年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 退職年月日 業績勘案率

年 月

3 0 3月31日 1.0

年 月

3 0 3月31日 1.0

年 月

3 0

(39 0)
年 月

該当者なし

年 月

該当者なし

年 月

該当者なし

注：理事Bについては，役員在職期間を役員退職手当規程に適用させて算出した金額を記載
　するとともに，括弧内に，役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法人での在職期
　間」欄の括弧の期間）をもって当該役員の在職期間として算出した金額を記載した。

摘　　要

監事

支給額（総額） 法人での在職期間

監事
（非常勤）

法人の長

理事A

理事
（非常勤）

千円

監事
（非常勤）
（ １ 人） 892

59,276

注：地域手当とは，職員が勤務する地域における民間等の賃金水準を基礎に，同地域におけ
　る物価等を考慮して職員に支給されるものある。

千円

12,293
千円

法人の長

理事
（ ４ 人）

理事
（非常勤）
（ ２ 人）

監事
（ １ 人）

千円

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

千円

2,069

千円

18,342

3,793

千円

千円

（53,529）

理事B
3月31日

千円

3,793

4,473

千円

千円

－

国立大学法人評価委員会が行う業績評
価の結果及び当該職員の職務実績を勘
案し，業績勘案率を標準（1.0）とすること
を経営協議会において了承した。

国立大学法人評価委員会が行う業績評
価の結果及び当該職員の職務実績を勘
案し，業績勘案率を標準（1.0）とすること
を経営協議会において了承した。

国立大学法人評価委員会が行う業績評
価の結果及び役員としての在職期間に
おける業績を勘案し，増減なしとすること
を経営協議会において了承した。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成１８年度における給与制度の主な改正点

注：上記の改定は，いずれも平成１８年４月１日からの適用とした。

①本給月額の引き下げ

　号給を４分割する等号給構成を変更し，本給月額を４．８％程度引き下げた。ただし，新本

給月額が改正前の本給月額に達しない場合は，昇給・昇格等により新本給月額が改正前の

本給月額を超えるまでの間，その差額を支給する規定を設けた。

②昇給制度の見直し

　ア．普通昇給と特別昇給を統合し，昇給時期を年１回（１月１日）に統一した。

　イ．昇給区分を５段階（Ａ～Ｅ），昇給号給数は８号給～０号給（標準：４号給）とした。ただし，

　　昇給幅を１号給抑制する経過措置を設けた。

　ウ．枠外昇給制度を廃止した。

③勤勉手当（ボーナス）の支給割合の引き下げ

　６月期の支給割合を１００分の７０から１００分の７１に，１２月期の支給割合を１００分の７２．５

から１００分の７１にそれぞれ変更し（合計で１００分の０．５引き下げ），余剰原資を勤務成績の

反映拡大に充てた。

④地域手当を新設（調整手当を廃止）

　地域における民間の賃金水準を基礎とし，同地域における物価等を考慮して支給する手当

として，地域手当（本給等の月額の１％）を新設し，調整手当を廃止した。

⑤退職手当の支給率カーブをフラット化

　ア．中期勤続退職者の支給率を引き上げ，支給率カーブをフラット化した。

　イ．貢献度を勘案するために「退職手当の調整額」を新設し，職務の級の高い方から５年分

　　（６０月）の職責ポイントを加算することとした。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

昇給（特別昇給）

制度の内容

　職員数の適正化を図りつつ，国及び他の国立大学法人の給与水準との均衡を図り，適正な
人件費の管理に努めている。

　一般職の職員の給与に関する法律を受ける国家公務員の給与水準を考慮し，決定してい
る。

　職務評価等の結果を踏まえ，昇格，昇給の実施及び勤勉手当の成績率の決定を行ってい
る。

賞与：勤勉手当
（査定分）

昇　　　格

勤務成績が良好で，かつ，昇格基準に達してる場合，その者の資格に応
じて，１級上位の級に昇格させることができる。ただし，上位の級に決定さ
れる資格を有するに至った場合は，その資格に応じた級に昇格させること
ができる。

１月１日に，前１年間における職員の勤務成績に応じて，４号給を標準とし
て上位の号給に昇給させることができる。

基準日（６月１日及び１２月１日）以前６箇月以内の期間における職員の勤
務成績に応じて，支給割合（成績率）に基づき支給される。
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２　職員給与の支給状況
　①　職種別支給状況

うち通勤手当

人 歳 千円 千円 千円 千円

1,143 43.8 6,842 4,936 52 1,906
人 歳 千円 千円 千円 千円

271 45.9 6,045 4,376 79 1,669
人 歳 千円 千円 千円 千円

474 47.8 8,669 6,221 41 2,448
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

260 35.0 4,778 3,470 49 1,308
人 歳 千円 千円 千円 千円

31 47.9 5,294 3,864 60 1,430
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 46.4 7,779 5,674 57 2,105
人 歳 千円 千円 千円 千円

22 41.3 6,861 5,009 49 1,852
人 歳 千円 千円 千円 千円

63 39.0 5,413 3,929 44 1,484
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

＜常勤職員について＞

注：１．常勤職員については，在外職員，任期付職員及び再任用職員を除く。

 　　２．「技能・労務職種」とは，自動車運転手，調理師，検査助手，看護助手等の業務を行う職種

　　　を示す。

 　　３．「教育職種（附属高校教員）」には，附属養護学校教員を含む。

 　　４．「教育職種（附属義務教育学校教員）」には，附属幼稚園教員を含む。

 　　５．「指定職種」とは，特に指定された高度な業務を行う職種を示す。

 　　６．「その他医療職種（看護師）」及び「指定職種」については，該当者が２人以下のため，当該

 　　　個人に関する情報が特定されるおそれがあることから，人員以外は記載していない。

＜在外職員・任期付職員・再任用職員について＞

　在外職員，任期付職員及び再任用職員の各区分については，該当者がいないため記載を省

略した。

その他医療職種
（看護師）

指定職種

教育職種
（附属義務教育学校教員）

医療職種
（医療技術職員）

医療職種
（病院医師）

技能・労務職種

教育職種
（附属高校教員）

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

うち賞与平均年齢

平成１８年度の年間給与額（平均）

総額
区分

常勤職員

うち所定内人員
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人 歳 千円 千円 千円 千円

19 36.0 3,785 2,880 50 905
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 42.4 4,595 3,336 58 1,259
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 27.8 3,175 2,343 48 832
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

注：１．「教育職種（学術研究員等）」とは，先端的，学際的，総合的研究に従事する職種を示す。

 　　２．「医療職種（病院医師）」及び「教育職種（学術研究員等）」については，該当者が２人の

 　　　ため，当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから，人数以外は記載してい

 　　　ない。

教育職種
（学術研究員等）

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（医療技術職員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

課長 15 55.4 7,346 7,978 8,318

課長補佐 24 54.9 7,074 7,131 7,270

係長 140 48.4 5,931 6,346 6,703

主任 63 41.6 5,078 5,300 5,537

係員 29 30.5 3,020 3,573 3,919

注：「課長」には，課長相当職である「室長」を，「課長補佐」には，課長補佐相当
　職である「室長補佐」をそれぞれ含む。

分布状況を示すグループ

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均平均年齢人員

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳５２－５５歳 ５６－５９歳

0

50

100

150

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
人千円
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（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

教授 172 56.0 9,952 10,601 11,159

准教授 140 45.1 7,864 8,379 9,092

講師 49 43.4 7,258 7,588 8,217

助教 101 39.7 6,083 6,439 6,886

助手 11 46.7 5,601 6,055 6,746

教務職員 1 － －

注：２４～２７歳の年齢階層については，該当者は１人のため，当該個人に関する情報が特定される
　おそれがあることから，平均給与額を示す点を表示していない。

注：教務職員は１名のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれがあること
　から，年間給与の平均額については記載していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

50

100

150

人数

平均給与額

第３四分位

(参考)平成15年度の国の教育
職(一)の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員））
人千円
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（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

看護部長 1 － －

副看護部長 3 52.5 － 7,427 －

看護師長 22 49.4 6,684 6,832 6,963

副看護師長 52 44.6 5,861 6,027 6,350

看護師 182 30.2 3,480 4,035 4,241

注１：看護部長は１名のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから，
　年間給与の平均額については記載していない。
注２：副看護部長は３名のため，第１分位及び第３分位については記載していない。

平均分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

50

100

150

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師））
人千円
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③

（事務・技術職員）

区分 計 １０級 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級

標準的 課長 課長補佐

な職位 事務局長 事務局長 部長 部長 課長 課長補佐 係長
人 人 人 人 人 人 人 人

271 該当者なし 該当者なし 該当者なし 該当者なし 4 16 56

（割合） （　 　　%） （　 　　%） （　 　　%） （　 　　%） （1.5%） （5.9%） （20.7%）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

59 59 59
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

57 39 48
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

7,615 5,928 5,509
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

6,025 4,990 4,391
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

10,259 8,082 7,693
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

8,318 7,028 6,128

区分 ３級 ２級 １級

標準的 係長 主任

な職位 主任 係員 係員
人 人 人

161 21 13

（割合） （59.4%） （7.7%） （4.8%）
歳 歳 歳

57 43 29
～ ～ ～

35 27 24
千円 千円 千円

4,969 3,579 2,554
～ ～ ～

3,453 2,401 2,094
千円 千円 千円

6,896 4,897 3,420
～ ～ ～

4,811 3,278 2,861

 職級別在職状況等（平成１９年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／
医療職員（病院看護師））

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

人員
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（教育職員（大学教員））

区分 計 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 助教 助手

な職位 教授 教授 准教授 講師 助手 教務職員
人 人 人 人 人 人 人

474 該当者なし 172 140 49 105 8

（割合） （　 　　%） （36.3%） （29.5%） （10.3%） （22.2%） （1.7%）
歳 歳 歳 歳 歳 歳

64 62 61 63 52
～ ～ ～ ～ ～ ～

41 33 29 27 34
千円 千円 千円 千円 千円 千円

9,296 7,188 6,379 5,632 4,615
～ ～ ～ ～ ～ ～

5,657 4,189 3,759 2,851 3,499
千円 千円 千円 千円 千円 千円

12,994 9,907 8,875 7,631 6,352
～ ～ ～ ～ ～ ～

8,061 5,805 5,174 3,896 4,817

（医療職員（病院看護師））

区分 計 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 看護部長 副看護部長

な職位 看護部長 看護部長 副看護部長 看護師長 副看護師長 看護師 准看護師
人 人 人 人 人 人 人 人

260 該当者なし 1 3 22 52 182 該当者なし

（割合） （　 　　%） （0.4%） （1.2%） （8.5%） （20.0%） （70.0%） （　 　　%）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

54 55 55 51
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

50 43 33 22
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,315 5,266 4,908 4,565
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

5,107 4,358 3,374 2,277
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

7,515 7,386 6,778 6,314
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

7,266 6,224 4,709 3,110

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

人員

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

年間給与
額(最高～

最低)

注：６級における該当者が１人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから，
　「年齢（最高～最低）」以下の事項については記載しない。
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④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

65.0 69.4 67.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.0 30.6 32.7

％ ％ ％

         最高～最低 40.7～32.0 33.1～29.7 35.8～30.8
％ ％ ％

65.5 68.7 67.2
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.5 31.3 32.8

％ ％ ％

         最高～最低 40.7～30.9 37.2～28.6 36.8～30.2

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

65.3 68.5 67.0
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.7 31.5 33.0

％ ％ ％

         最高～最低 36.7～32.4 33.6～29.5 35.1～30.9
％ ％ ％

65.7 68.9 67.4
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.3 31.1 32.6

％ ％ ％

         最高～最低 36.7～31.2 33.9～28.4 35.1～29.8

（医療職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低 ～ ～ ～
％ ％ ％

65.0 68.2 66.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.0 31.8 33.3

％ ％ ％

         最高～最低 40.7～31.5 37.5～29.0 37.5～30.4

一律支給分（期末相当）

賞与（平成１８年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／
医療職員（病院看護師））

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一般
職員

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

注：医療職員（病院看護師）のうち管理職員は１名のため，当該個人に関する情報が特定される
　おそれがあることから，記載していない。

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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⑤

（事務・技術職員）

（教育職員（大学教員））

（医療職員（病院看護師））

給与水準の比較指標について参考となる事項

教育職員（大学教員）の対国家公務員との比較指標について
　　教育職員（大学教員）の対国家公務員との比較指標は，国立大学法人化直前（平成１５
　年度）の教育職俸給表（一）適用職員を比較対象とし算出すると，９５．４となる。

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術
職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

注：当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い，当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学
　法人等」においては，すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き
　換えた場合の給与水準を１００として，法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい，
　人事院において算出

　　対他の国立大学法人等

82.4

96.1

94.8

94.0

97.4

　　対国家公務員（行政職（一））

　　対他の国立大学法人等

　　対他の国立大学法人等

　　対国家公務員（医療職（三））
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成18年度）

前年度
（平成17年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

（1.9）

191,925 （20.6）
退職手当支給額

福利厚生費
（1.2）

区　　分

（△ 1.1）

540,268

1,450,368 1,286,071

17,6351,411,433 1,394,786 16,647

給与、報酬等支給総額
9,903,846 10,011,214 △ 161,364

中期目標期間開始時（平
成16年度）からの増△減

比較増△減

１．給与，報酬等支給総額及び最広義人件費について

　（１）給与，報酬等支給総額の対前年度比減（△１．１％）の要因について

　　　　人員抑制に伴う支給人員減（対前年度比：月平均２７名）による。

　（２）最広義人件費の対前年度比増（１．９％）の要因について

　　　①　役員の任期満了退職者の増（対前年度比：３名）及び定年退職者の増（対前年度比：９名）

　　　　に伴う退職手当支給額の増加による。

　　　②　医学部附属病院における非常勤職員増（対前年度比：月平均１８名）による非常勤役職員

　　　　等給与の増加及びそれに伴う福利厚生費の増加による。

２．「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）による人件費削減の取組の状況

　中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策は，次のとおりである。

　（１）教職員定員の管理について，全学的な視点から最適な定員配置を決定する。

　（２）定員管理は，役員会での検討を経て，学長が決定する。

　（３）教員，職員等の定員区分に捕らわれず，必要に応じ定員を計画的・効果的に設定する。

　（４）総人件費改革の実行計画を踏まえ，平成２１年度までに概ね４％の人件費の削減を図る。

　なお，基準年度（平成１７年度）の「給与，報酬等支給総額」は，10,011,214千円，当年度（平成

１８年度）の「給与，報酬等支給総額」は，9,903,846千円であり，当年度までの人件費削減率は，

△１．１％である。

３．その他総人件費について参考となる事項

　当年度の「給与，報酬等支給総額」は，9,903,846千円，平成１７年度の「人件費予算相当額」は，

10,353,002千円であり，人件費の削減率（対人件費予算相当額）は，△４．３％である。

最広義人件費
（4.0）13,888,907 13,623,406 265,501

非常勤役職員等給与

△ 107,368

（1.3）

注：「非常勤役職員等給与」においては，受託研究費その他競争的資金等により雇用される
　職員に係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため，財務諸表附属明細書
　の「１７役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

（△ 1.6）

1,123,260 （66.8）449,982931,335

（12.8） 234,015164,297 （19.2）
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